
(※)実務経験が３年以上かつ、 

高齢者の保健福祉に関する 

相談業務の経験３年以上の方 

 

(※)６月・１２月支給。 

採用日によって、基準日を 

もとに減率が発生します。 

 



浜田市地域包括支援センター職員募集要項 

（有期労働計画） 

⒈ 仕事内容 

 浜田市社会福祉協議会本所または各支所において、地域包括支援センター業務に従事していただきます。

「地域包括支援センター」は、地域に住む高齢者の生活をサポートするための相談・支援を行います。事務所

での相談対応や事務業務だけではなく、地域へ出かけて関係機関や地域の方と連携していくやりがいのある仕

事です。 

 

⒉ 募集職種（下記のいずれかの資格をお持ちの方） 

  ⑴ 主任介護支援専門員 

  ⑵ 社会福祉士 

  ⑶ 保健師 

  ⑷ 介護支援専門員（介護支援専門員としての実務経験が３年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に 

    関する相談業務を３年以上従事した経験がある方） 

    ※いずれの職種も普通自動車運転免許の取得が必須です。（ＡＴ可） 

 

⒊ 募集人数 

  ⑴ 契約期間① 令和６年６月１日から令和７年７月３１日 … １名 

  ⑵ 契約期間② 令和６年８月１日から令和７年９月３０日 … １名 

 

⒋ 賃金等 

  ⑴ 基本給   １８２，６００円／月 

  ⑵ 資格手当  ３，０００円～５，０００円／月（資格による） 

  ⑶ 通期手当  実費支給 上限３１，０００円／月 

  ⑷ 時間外手当 あり 

  ⑸ 賞与支給  年２回 計４．５か月分 

    ※６月と１２月に支給しますが、初年の最初に支給する賞与は、基準日までの勤務日数により減率が 

     発生します。 

  ⑹ 賃金支払  月末締め、当月２０日支給（休日なる場合は、前日に繰り上げ） 

 

⒌ 就業時間・休日等 

  ⑴ 就業時間  ８時３０分から１７時１５分（７時間４５分） 

  ⑵ 休憩時間  １２時００分から１３時００分（１時間） 

  ⑶ 休  日  土曜日・日曜日・祝日（週休２日制） 

          年末年始の休暇 １２月２９日から１月３日 

  ⑷ 夏季休暇  ７月から９月の間 ３日取得可 

  ⑸ 有給休暇  ①６月採用の場合は１２日、②８月採用の場合は１０日付与となり、翌年１月から 

          新たに２０日付与となります 

 

⒍ 就業場所（下記のいずれか） 

  ⑴ 本所（本センター）      浜田市野原町859-1（浜田市総合福祉センター） 

  ⑵ 金城支所（金城サブセンター） 浜田市金城町下来原1541-20（高齢者生活福祉センター） 

  ⑶ 旭支所（旭サブセンター）   浜田市旭町今市637（浜田市役所旭支所） 

  ⑷ 弥栄支所（弥栄サブセンター） 浜田市弥栄町木都賀イ526（杵束まちづくりセンター） 

  ⑸ 三隅支所（三隅サブセンター） 浜田市三隅町向野田581（三隅保健センター） 

 

⒎ 問い合わせ先 

 〒697-0016 浜田市野原町859-1（浜田市総合福祉センター） 

  電話：0855-22-0094 ファックス：0855-22-6930 

  担当：浜田市社会福祉協議会・浜田市地域包括支援センター センター長 河野 良平 


